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はじめに 

 ヤングケアラーとは、慢性的な病気や障害、精神的な問題や依存症などを抱える家族の世

話をしている、18 歳未満の子どもや若者を指す1。日本社会において、子どもが家族のケア

をすることは、「家族の助け合い」や「お手伝い」として、長いこと肯定的に捉えられてき

た。しかし、「家族の助け合い」も「子どものお手伝い」も漠然としたイメージで認識され

ており、何歳ぐらいの子どもがどんなタイプの作業を一日に何時間ぐらい担い、そのために

どのような影響が出ているのか、という視点は弱かったように思う。賃金を伴う仕事の分野

では、法律に基づいて労務管理がなされ、長時間労働や過労を防ぐ働き方改革が進められて

いるが、生活のほうは個々の家庭に任され、個人が相当の無理を重ねる状況になっている。

一世帯あたりの人数は 1953 年には 5 人だったが、2020 年には 2.21 人となった2。共働きの

家庭は、2022 年には 1262 万世帯となり、専業主婦世帯 539 万世帯を大きく引き離して多数

派となっている3。共働き世帯においては、大人が家庭にかけられる時間は専業主婦世帯よ

りも少ない。「令和 3 年社会生活基本調査」によれば、共働き世帯の 1 日の家事関連時間（家

事、介護・看護、育児、買い物）は夫が 53 分、妻が 4 時間 18 分だが、専業主婦世帯では夫

が 54 分、妻が 6 時間 39 分で、共働き世帯の家事関連時間は専業主婦世帯よりも 2 時間 22

分少ない4。ひとり親家庭になるとその時間はさらに短く、子育て期のひとり親の家事関連

時間は、女性で 3 時間 59 分、男性で 1 時間 38 分である5。「平成 28 年社会生活基本調査」

と比較すると、家事関連時間は共働き世帯でも専業主婦世帯でも過去 5 年で減少していて、

共働き世帯では 29 分、専業主婦世帯では 1 時間 13 分減っている6。全体的に見れば、家族

の人手も、大人が家庭にかけられる時間も、以前に比べて減っている中で、それでも「家族

のことは家族でする」という規範は従来通り強く、その矛盾が個人にかかっている。その中

で、余裕のない家庭ほど、大人が子どもに頼らざるを得ない状況が構造的に起きている。 

 本論文では、こうした社会状況の変化をふまえ、ヤングケアラーやその家族を支援するに

あたって、親のプライドと子どものプライドの両方を守るサポートの仕方が望まれること
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を提起する。日本では、ヤングケアラーについては 2014 年頃からメディアで報道されるよ

うになり、2018 年度から国による調査が毎年実施されてきた。近年では、さまざまな自治

体がヤングケアラーの実態調査や支援体制の構築に取り組んでいるが、そうした中で課題

として認識されているのが、ヤングケアラーを発見する難しさ、そして、子どもがヤングケ

アラーだとわかった後も家族が「支援は必要ない」と言って支援が入らないといった状況で

ある。児童虐待や子どもに障害があるケースを中心的に扱ってきた従来の「児童福祉」の支

援のイメージは、ヤングケアラーやその家族にとっては「大ごと」に感じられ、自分はその

対象ではないと捉える人も多い。ヤングケアラーやその家族への支援は、ある意味「普通」

の家族をどう支援するか、そのためのメニューを用意することとも関わっている。本稿では、

社会や経済が変化し家族のあり方も変わってきた中で、かつて“親戚”や“近所”が担っていた

ような手の届きやすいサポートをいかに作っていけるかを考えたい。 

 

１．日本のヤングケアラーの状況――2020～2021 年度の厚生労働省の調査から 

 日本にヤングケアラーはどれぐらいいるのだろうか。2020 年度から 2021 年度にかけて厚

生労働省が行った「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」では、回答者のうち、小学 6

年生の 6.5％、中学 2 年生の 5.7％、全日制高校 2 年生の 4.1％、大学 3 年生の 6.2％が、自分

が世話をしている家族がいると答えている7。小学 6 年生では 15 人に 1 人、中学 2 年生では

17 人に 1 人、高校 2 年生では 24 人に 1 人という割合である。学校の 1 クラスに 1～2 人い

ると見てよい数字と言えよう。定時制高校 2 年生相当では 8.5％、通信制高校生では 11.0％

と、この値はさらに高い。 

 子どもたちが世話をしている相手としては、小学生～高校生の回答者では「きょうだい」

が最も多く、大学生の回答者では「母親」に次いで「祖母」が多かった8。世話を必要とし

ている人の状況については、「きょうだい」では「幼い」が、「祖母」「祖父」では「高齢」

が多く挙げられている。「母親」は大学生調査では「精神疾患（疑いを含む）」が最も多く、

28.7％だった。 

 子どもたちがしているケアの内容として多いのは、食事の準備や洗濯や掃除などの「家

事」、「見守り」、「きょうだいの世話や保育所等への送迎」、愚痴を聞くとか話し相手になる

などの「感情面のサポート」である。学校のある平日にケアに費やしている時間数の平均は、

中学 2 年生回答者で 4.0 時間、全日制高校 2 年生回答者で 3.8 時間だった。 

 世話をしているために、やりたいけれどできていないことについては、中学 2 年生と全日

制高校 2 年生では「特にない」が最も高くなったが、「自分の時間が取れない」「宿題をする

時間や勉強をする時間が取れない」「友人と遊ぶことができない」「睡眠が十分に取れない」

なども、それなりに高い値を見せている9。 

通信制高校生では、「自分の時間が取れない」（40.8％）、「友人と遊ぶことができない」

（30.6％）、「授業を受ける時間や課題をする時間、勉強する時間が取れない」（28.6％）、「特
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にできていないことはない」（24.5％）、「睡眠が十分に取れない」（22.4％）、「学校に行きた

い日に行けない」（14.3％）、「当初通っていた学校を辞めた」（12.2％）、「進路の変更を考え

ざるを得ない、もしくは進路を変更した」（12.2％）、「学校に行く日に遅刻や早退をしてし

まう」（10.2％）となっており、学校生活への影響がより深刻であることがうかがえる。 

 世話をしている家族のことや、世話についての悩みを、誰かに相談したことはあるか、と

いう質問については、中学 2 年生と全日制高校 2 年生では「ある」が 2 割、「ない」が 6～7

割となった。「ある」と回答した人が相談相手として挙げたのは、「家族（父、母、祖父、祖

母、きょうだい）」が多く、次いで「友人」「学校の先生（保健室の先生以外）」「親戚（おじ、

おばなど）」「スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー」となった。相談をしな

い理由としては、「誰かに相談するほどの悩みではない」が圧倒的に多く、「相談しても状況

が変わるとは思わない」「家族外の人に相談するような悩みではない」「家族のことのため話

しにくい」などが続いている。 

 

２．ケア時間の長さと学校生活への影響――2020 年度の埼玉県調査から 

 埼玉県では 2020 年の夏に県内すべての高校 2 年生約 5 万 5000 人を対象としてヤングケ

アラーの実態調査が行われた。前述の国の調査は、中学 2 年生は約 10 万人、全日高校 2 年

生は約 6 万 8000 人を調査対象として実施され、回答数は中学 2 年生で 5558、全日高校 2 年

生で 7407 だったのに対し、埼玉県の調査は、5 万 5772 人を対象として行い 4 万 8261 回答

が集まった調査であり、ヤングケアラーへの関心がとりわけ強くない人も答えているとい

う点で、より実態を反映していると考えられる10。埼玉県の調査では、自身が「ヤングケア

ラー」である、または過去にそうであったと思うかという質問に対し、回答者の 5.3％が「は

い」と答えた。この調査では、ケアの相手が病気や障害などではなく幼いという理由のみで

ケアをしている 608 人を除く形で、1969 人（4.1％）がヤングケアラーとして分析された。

国の調査との違いが最も現れているのは、ケアにかける時間で、学校のある平日は、1 時間

未満と答えた人が 40.4％、1 時間以上 2 時間未満が 27.4％、2 時間以上 4 時間未満が 16.4％

で、4 時間以上 6 時間未満は 4.8％、6 時間以上 8 時間未満は 2.4％、8 時間以上は 1.5％であ

る。国の調査で全日制高校 2 年生の平日の平均ケア時間が 3.8 時間、中学 2 年生が 4 時間と

なっているのは、国の調査においてはより重い状況にある回答者が答えていた可能性が示

唆される。 

 埼玉県調査においては、ケアにかける時間の長さと学校生活への影響を見ていく分析も

なされたが、特徴的なのは、学校のある平日 1 日あたりのケア時間が 1 時間未満と答えた

人たちであっても、「ケアについて話せる人がいなくて、孤独を感じる」は 22.0％、「ストレ

スを感じている」は 11.7％と、それなりに高い値を見せていた点である。パーセンテージが

2 ケタ台を超える項目は、平日 1 日あたりのケア時間が 1 時間以上 2 時間未満だと、孤独と

ストレスに加え「勉強の時間が充分に取れない」「自分の時間が取れない」が出てくる。平
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日のケア時間が 2 時間以上 4 時間未満だと、その上に「友人と遊ぶことができない」「睡眠

不足」「体がだるい」が加わる。さらに、ケア時間が 4 時間以上 6 時間未満だと、「学校への

遅刻が多い」「部活ができない」「授業に集中できない」「成績が落ちた」「しっかり食べてい

ない」「アルバイトができない」も並ぶ。もっともストレスが高くさまざまな項目で葛藤し

ていると思われるのが平日 1 日あたりのケア時間が 4 時間以上 6 時間未満の層である。ケ

ア時間が 6 時間以上 8 時間未満になると、もうあきらめるところも出てくるのか、値が低

くなる項目も複数見られるが、その中で、「周囲の人と会話や話題が合わない」が 2 ケタの

パーセンテージを超えてくる。ケア時間が 8 時間以上になると、「学校を休みがちになって

いる」「進路についてしっかり考える余裕がない」「受験の準備ができていない」を含め、ほ

とんどの項目が 2 ケタを超える。 

 ケアによる影響は、まずは「孤独」や「ストレス」など精神面から始まり、「勉強」など

自分ひとりで使う時間への影響が見られるようになり、やがて、友人関係や体調への影響、

学校生活で求められることを満たせない状況、そして、周囲と会話や話題が合わないという

認識、学校を休む、進路への影響へ、と発展していくことがうかがえる11。 

 

３．ヤングケアラーが同世代との比較の中で感じる孤独 

 ここで、具体的な事例として、元ヤングケアラーの A さん（20 代）と B さん（40 代）の

話を紹介したい。A さんは高校生の頃のことを、B さんは小学生の頃のことを中心に語って

いる。 

 

＜A さんの場合＞ 

 A さんは癌の祖父と認知症気味の祖母の介護をしていたが、母は働くのに忙しく、毎日、

朝昼晩の食事を A さんが作っていた。A さんの所属する吹奏楽部は毎日の練習があり、A

さんは数回分の食事を作り置きするなどして、なんとか練習に参加していた。 

  

澁谷：たぶん妹さんもいらっしゃったよね？まだ中学生？ 

A：そうですね。 

澁谷：ご飯作るのもやってたの？ 

A：やってました。 

澁谷：だよね。毎日？ 

A：毎日です。夜次の日の分の朝昼晩と作っておいて。行事とか部活とか活発な学校だ

ったので、朝もう 5 時に家を出るとか、帰り（夜）9 時 10 時とか当たり前にあって。

だからそういう時は前の晩に次の日の朝昼晩作っておいて、冷蔵庫に入れて。温めるだ

けみたいな。火通すとかレンジにいれて温めればいいだけにしておいて。たまに妹から

「ご飯何？どうすればいい？」って連絡が来たり。 

- 18 -

特集



- 5 - 
 

 

 しかし、その後、A さんは、だんだんと家のことと部活を両立するのが難しくなっていく。

実質的に介護を担っているのが A さんであることが認識され、A さんのもとに病院や福祉

関係者からの電話や呼び出しがかかるようになった上、在宅での医療的ケアも増えてきた

のである。A さんは、大事な練習の時に欠席せざるを得ない状況を何度か経験し、そのため

に顧問の先生とうまくいかなくなり、最終的に部活をやめるという選択をするに至る。 

 

澁谷：部活やめたのはいつ？ 

A：部活やめたのは、高 2 の 10 月ですね。 

澁谷：あぁ、もう 1 年ぐらいやって？ 

A：1 年半やって、で、あと半年で引退だったんですけど。なんか、大事な時にいられ

なくて。ホールの練習とか。その、本番の練習……本番をやる場所と同じ場所でリハー

サルやる時とかにいられなかったり、ちょっとどうしても早く抜けなきゃいけなくな

ったりっていうのが重なって、顧問の先生とうまくいかなくなって。 

澁谷：あぁ。 

A：私、けっこう強気なほうだと思っているんですけど、でも、顧問の先生の足音がわ

かるんですよ。足音がわかって、「あ、来た」って思って、それだけでもう身体が受け

付けなくなって、もどしそうになったり、っていうのがあって。……中略……声聞いた

だけでもうだめで。「あ、もうだめだ、私ここまで来ちゃったんだ」って。未練たらた

らだったんですけど、でも、自分の身体のことを考えたら、もうやめざるを得ないって

思って、やめて。だから、横のつながりもないし、縦のつながりもないんですよね。先

輩後輩とも全然連絡取れないし。向こうはたぶんなんとも思っていないんですけど、こ

っちがちょっと申し訳ないっていうんで。 

澁谷：それはきついね……。 

A：高校のときの友達がいないです。部活が全部っていう生活だったから。 

 

 みんなが一丸となって練習に打ち込み成果を上げることが期待されている中で、A さん

のように、家庭の事情で練習に参加できないという状況は理解されず、A さんは肩身の狭い

立場に置かれてしまう。特に A さんにとってこたえたのは顧問の先生からの叱責で、A さ

んは、顧問の先生の足音や声を聞くだけで身体的症状が出てしまうようになり、それが直接

の原因となって部活をやめた。部活が活発でそこに多くの時間を割いている学校において

は、部活をやめれば、友達や先輩後輩との時間も消えてしまう。A さんは「申し訳ない」と

いう思いも持っており、自分からは連絡も取れない状況になってしまった。 

A さんの場合は部活だったが、これはケアを担う若者が不登校や介護離職に陥っていく

時の構造とも重なってくるところがある。若者が頑張ることを期待される状況で、家庭での
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ケア役割のためにそれができないということが先生や上司から理解されず、その組織内で

の体面を保つことができなくなり、自分は周りに迷惑をかけていると感じ、いづらくなって

やめる、というパターンである。同質性の高い集団の中で、他とは違う状況にある現実が直

接かかわる大人に理解されないことが、こうした若者たちの孤立を増している。 

 

＜B さんの場合＞ 

 B さんは、小学生の頃から、本来であれば親がしてくれることを自分は自分で背伸びして

埋めなくてはならず、他の子のように自分は子ども時代を子どもとして生きられないと感

じていた。B さんの家では、母は働いていて、B さんが家のことや祖母の世話をしており、

子どもの頃の B さんは、自分は周りの子のように親に面倒を見てもらえないという状況に

自分で対処するしかなかった。 

 

  B：自分は子ども時代を子どもとして生きられなくて、大人として生きていかなきゃい

けなかったり、親子の立場が逆転するっていうのが普通なので、そうすると、そこに

色々ひずみだとか違いだとかあると、孤独をすごく感じますね。……中略……普通の、

っていうか、子ども時代を生きている家の子だったら、親が例えば送り迎えをしてくれ

るとか、いろんなものを準備しておいてくれるとか、親が親として用意したり役割を果

たしてる部分を、自分が背伸びして埋めてるな、って分かってる時は、なんか孤独を感

じていますね。でもそれを感じて悲しんでいたらやってられないので、必死になんかこ

う抑圧もしてるんですけど、 

澁谷：自分の気持ちを？ 

B：そうですね。そう寂しくないように、孤独じゃないように、「自分は他の人達よりも

大人なんだから、早く成長してるから、だからできるんだ」っていうふうに思い込もう

とはしてるんですけど、でもその一生懸命抑圧した分、なんか常に孤独感はある感じは

ありましたね。 

 

 B さんは、寂しくないように、自分は「他の人より大人」というプライドに変えようとし

ていたが、それもやっぱり孤独だったと、子ども時代を振り返って語る。当時の B さんは、

状況を把握し自分で対応するために、友達との比較を常にしていたという。 

 

B：常に自分でやらなきゃいけないので、友達の様子を見ながら、「うちは何がやっても

らえないのか？」っていうのを常に観察して、その穴を先回りして埋めようっていうの

があるので、嫌でも常に比較とか観察ばっかりしてるし。で、どうしても大人には敵わ

ない能力で背伸びするので、「あぁ、〇〇ちゃんは親がこんなにやってくれるんだ」と

か、「でも自分にはそういう存在はいないんだ」っていうのが、やっぱり孤独とかそう
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いうものとして付いてきますよね。 

 

 親にしてもらえないところを、いくら自分でカバーしようとしても、その成果は大人がや

ったようにはならず、B さんは、自分はそれをしてもらえないという実感を強め、孤独感は

募った。 

 B さんが語ったような、自分はまわりの子より大人、とか、みんな甘えている、という感

覚は、親を頼ることができなかったヤングケアラーの語りにもしばしば見られる12。同世代

に対して、そうした精神的な距離を感じてしまい、友達などとの関係がうまく作れなかった

という人もいる。まわりの同世代が当たり前にしてもらっていることを、自分はしてもらう

ことができず、その違いの認識が孤独感となり、時には孤立にもつながっていく。 

 A さんの場合も B さんの場合も、母はいたが、働くことに全力を使っており、毎日の家

事や祖父母や年下のきょうだいの世話を A さんや B さんがすることを当然視していた。男

性のように長時間働いてお金を稼いでいた A さんの母や B さんの母は、A さんや B さんが

家のことをするのを当たり前に捉え、おそらく家族全体としてはうまくまわっているとい

う感覚を持っていたと思われる。親の側は働いていくことに精一杯だったということもあ

り、A さんや B さんが学校でどのような状況にあるのか、勉強や進学や友人関係や健康に

どういう影響が出ているか、というところまでは意識がまわっていなかった。その意味で、

A さんも B さんも、家族の中においても孤独であった。 

 

４．ヤングケアラーのニーズと親のニーズ――イギリスの状況から 

 この章では、世界に先駆けてヤングケアラーに着目したイギリスの調査から、ヤングケア

ラーのニーズと親のニーズのギャップについて考えたい。イギリスでは、1988 年に最初の

ヤングケアラー調査が行われている。1980 年代のサッチャー政権下、社会保障の立て直し

が目指される中で、イギリスでは在宅福祉が推進され、地域におけるケアの担い手の中心は、

家族、友人、近隣の人であり、公的なサービスは全体のケアの小さな部分を担うに過ぎない

と位置づけられた。しかし、その状況ではケアを担う人に負担がかかることも認識されて、

さまざまな在宅介護者調査が行われ、未成年の子どもがケアを担っているケースがあるこ

とも浮かび上がってきた13。 

 一方で、当時のイギリスでは、1987 年の児童虐待事件をきっかけに、子どもに関する議

論も盛んになっていた。1989 年には「子どものウェルビーング」を原則とした 1989 年子ど

も法（Children Act 1989）が制定される14。世界的にも 1989 年 11 月に第 44 回国連総会で

「子どもの権利条約」が採択され、イギリスではこの条約を批准するために、子どもの権利

という観点から現状を検討する動きが広まっていた15。 

 未成年の子どもでありながら大人が担うようなケアを担うヤングケアラーへの注目は、

このように、イギリスにおいてケアラー支援と子どもの権利への関心が同時期に高まって
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いたことが影響している。 

 1993 年には、ラフバラ大学のジョー・オルドリッジとソール・ベッカーらが中心となっ

て、ノッティンガム市内のヤングケアラー15 人へのインタビューをもとに報告書『ケアを

担う子どもたち――ヤングケアラーの世界の内側（Children Who Care: Inside the World of 

Young Carers）』がまとめられ、イギリス政府のヤングケアラー支援に大きな影響を与えた16。

報告書の中で指摘されたのは、子どもたちの行っているケアは家事から入浴やトイレの介

助まで多岐にわたっているものの、彼らは医療や福祉の専門職からも見過ごされていると

いう実態である。ヤングケアラーたちは、家族の病気や使える福祉サービスについての情報

を知ることもないまま、不安の中で家族の世話をしていた。学校でもヤングケアラーたちは

気づかれておらず、たとえ周囲が知ったとしても、効果的な支援が提供されるわけではなか

った。ヤングケアラーたちは自分の状況に気づいてほしいという気持ちは持っていたが、家

族がバラバラに切り離されることは望んでおらず、彼らが求めていたのは、話ができる誰か

（someone to talk to）だった。 

翌年には、今度はこの報告書で取り上げられたヤングケアラーたちの親 10 人を対象にイ

ンタビューが行われ、1994 年に『私の子、私のケアラー（My Child, My Carer）』という報告

書が出された。ここで見えてきたのは、不安を抱えている親たちの姿である。親たちは、外

の人が家庭に入ってきてケアを行うよりも、自分の子どもに世話されたいと考えていた。し

かし、そのために、子どもが同世代の子と同じような生活ができないことを気にしていた。

それでも、現実には、重いケアであっても子どもにしてもらわなくてはならないこともあり、

この実態が外の人に知られれば、子どもから引き離されてしまうのではないかと恐れてい

た。親たちは、自分のニーズについては語ったが、子どもたちの「誰かと話したい」という

気持ちについては気づいていなかった。報告書では、親たちは子どもたちにとって重要な存

在ではあるが、ヤングケアラーのニーズを考えるのに適した位置にはいないと指摘してい

る17。 

こうした状況に対し、1995 年には身体障害のある親たちからの異議申し立てがなされた

18。子どもが重いケア負担を担う状況は、家族の障害や病気だけでなく、貧困やひとり親の

問題とも結びついていると指摘された。また、福祉の仕組みが、障害のある人が親としての

役割を果たすための支援をする方向になっておらず、子どもと親を切り離すとか、施設に入

るとか、そういう選択肢しかないことから来る問題や、福祉行政の縦割りの問題も大きいと

示唆された。ケアは親子関係の一つの側面でしかないのに、そこに焦点を当てて子どもに

「ヤングケアラー」というラベルを貼ることが、障害のある親と子どもの親子関係にマイナ

スの影響を与えているという指摘もなされた。「ヤングケアラー」をめぐる論争は、「障害者

の権利と子どもの権利の対立」などとも言われ、かなり深刻な様相を呈したが、そうした中

から、「子どもが親を必要とし、親が子どもを必要としている関係があることを認める」「専

門家による適切で柔軟なサポートとサービスが充分でないことを認める」ことが解決の方
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向性として示され、家族丸ごとアプローチ（Whole Family Approach）がとられるようになっ

ていった19。 

今日の日本はまさに 1990 年代前半のイギリスのような状況で、自治体によるさまざまな

調査や支援構築が進んでいるが、イギリスにおいて、ヤングケアラーと親の両方のニーズの

ぶつかり合い、そこに関わる専門職や研究職や行政やメディアなどのあり方などが議論さ

れ、そこから、子どもが親を必要とし親が子どもを必要とする関係にも配慮して、家族丸ご

と支援が進められてきた経過を知ることは重要であると思われる。「困難な状況にある子ど

もたちを親の地位を傷つけることなくどのようにサポートしていけるか」が重要な問いと

して挙げられ、ヤングケアラーの問題は、貧困や社会的排除や住まいの問題や福祉の縦割り

などとも関連があることも認識されるようになっていった。 

 

５．親の思いを考慮した支援の仕方 

 ヤングケアラーの支援が難しいのは、親の利害と子どもの利害は異なっているにもかか

わらず、それぞれ「家族のために頑張っている」状況があり、事態が深刻化するまで見えて

きにくいという点にある。子どもがなんとか頑張ってケア役割をこなしながら学校に行っ

ているうちは、家族は「うちは助け合ってうまくいっている」と認識し、まわりの大人も子

どもの負担に気づかない。子どものほうも、誰かに話したいという気持ちはあっても、大ご

とになったら怖いとか、話したことが家族に知られて家族の状況が悪くなったら……とい

う不安もあり、あまり積極的に動こうとしない。子どもがいよいよ頑張れなくなり、不登校

になったり、問題を起こしたりして、ようやくスクールソーシャルワーカーなどにつながり、

よくよく話を聞いてみると、ヤングケアラーの状況が続いていたということは珍しくない20。 

 近年、ヤングケアラーの実態調査や支援を行う自治体も増えてきているが、まず経験され

ているのはヤングケアラーを見つける難しさである。学校関係者や福祉の専門職から見て、

「お手伝い」と「ヤングケアラー」の線引きが難しいと感じられたり、子ども本人や家族が

「ヤングケアラー」という意識を持っていないのにどこまで踏み込んでいいのかわからず

迷ってしまったりする。さらには、子どもがヤングケアラーであるとわかった後にも、子ど

もが支援を望んでいなかったり、家族が「支援は必要ない」と言ったりして、支援につなが

りにくいという状況もある。 

 筆者は、教育委員会主催のヤングケアラー研修会の講師をしばしば務めるが、ある研修会

の後、一人の校長先生が来て、具体的なケースについて話して下さった。その学校ではヤン

グケアラーと思われる小学 6 年生の女の子がいて、その子は父子家庭で、学校ではお父さん

と女の子を呼んで「支援を受けませんか？」と提案したという。その時、お父さんは娘を見

て、「うちは大丈夫だよな？」と言い、女の子のほうは、本当は支援に期待していたところ

もあったようなのに、お父さんの問いかけに対して「うん」としか言えなかった。そうなる

と、学校としては、もう、それ以上のことはできず、見守るしかできなかったという。 
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 この話を聞いて筆者が思ったのは、多くの現場において、ヤングケアラーの親が抱く思い

への配慮が充分になされていないという点である。もし自分の子どもが「ヤングケアラー」

と言われ、「支援を入れませんか？」と言われた時、おそらく多くの親はショックを受ける。

まず、自分の子どもが「ヤングケアラー」と他の人の目に映っていると知ったショックがあ

り、さらに、支援を入れることを提案されたことへのショックがある。それは、「自分は親

としてちゃんとできていないように思われているんじゃないか」という不安にもつながっ

ている。その背景には、ヤングケアラー支援が、児童虐待防止の枠組みの延長で作られてい

る状況がある。 

 実際、国や自治体のヤングケアラー支援の仕組みは、これまで児童虐待防止を担っていた

部署が中心となり、既存の枠組みを利用して作られていることが多い。しかし、そこでは、

支援対象の子どもやその家族は完全に“客体”として捉えられていて、もし自分が支援を利用

する側だったらどう感じるか、という目線が足りていないように思う。たとえば、ヤングケ

アラー支援においては「早期発見・早期把握」という言葉がよく使われる。これも、児童虐

待防止の取り組みで使われていた言葉がヤングケアラーの家庭にも転用されている形と思

われるが、自分がヤングケアラーの親である場合、自分の家庭や子どもの状況を誰かに「把

握」されたいだろうか。人からそう思われる状況にあると認識すれば、親はよけいに不安に

なってしまうだろう。 

 外部の人が家庭の中に入り込んで支援をするというのは、高齢者介護などでは一般化し

ているが、子ども家庭福祉の文脈では「問題のある家庭」的な見方がまだ強くある。親の側

もそうした雰囲気を敏感に感じ取り、「うちは大丈夫です」のように言いたくなってしまう

感覚があるように思う。支援の提案を断ることで、外部の人が家に入ってくることを防ぎ、

「普通の家族」でいられると思ってしまうのかもしれない。 

 今の時代、必要になってきているのは、親の体面を守りながら、カジュアルに家族をサポ

ートする仕組みである。かつては親戚や近所の人などが、感情的にもつれた家族それぞれの

話を聞き、結果的に家族メンバーが妥協点を探ったり状況をより良い方向にもっていくた

めの方法を一緒に考えたりして、調整をしていた。しかし、今日、現役世代は男性も女性も

仕事に忙しくなっている中で、こうした中間的なコミュニティは細り、インフォーマルに話

を聞き、つなげたり方法を探ったりすることが、以前に比べて難しくなっている。 

今、ヤングケアラー支援において求められているのは、虐待対応のマニュアルというより

は、かつての親戚のような関係性で、安心しながら日常の延長上で気軽に話せるところなの

ではないかと思う。親が恥ずかしい思いをしたり体面を失ったりすることなく、子どもも親

が責められるのではと気を遣うことなく、気軽にサポートを受けられる仕組みである。さら

には、親子で楽しめる料理教室やバーベキュー、農業体験、古着バザー、コインランドリー

などでのおしゃべり会、カフェなどでの朝ごはん会、メンタルヘルスのセミナーなど、ヤン

グケアラー同士や親たちが楽しい時間を持ちながらつながり、生活上のコツの情報交換を

- 24 -

特集



- 11 - 
 

したり、気持ちを伝えあう方法や気分が落ち込みそうになった時の対処法を学んだり、実用

と楽しさを兼ねたイベントを仕掛けたりしていくことも、意味のある仕組みであると思わ

れる。家族だけではそうした場を用意するのが大変でも、外の人の力を借りながらであれば、

楽しく参加できる親子もいる。親子で楽しい時間を過ごすことへのサポートは、子どもにと

っても親にとっても力になる。 

 

６．段階を分けた福祉――啓発と状況悪化防止と事後対応 

 日本近代の社会福祉の歴史をひもといてみると、明治時代、急激な資本主義化がもたら

した労働環境の悪化、戦争や災害によって、子どもやその家族が苦しい状況になっている

のを見かねた民間篤志家が、孤児院や感化院や保育園などの活動を始めている。こうした

民間慈善事業が組織化され、次第に公的な制度に取り入れられるようになって、日本の社

会福祉は発展してきた。最初は貧困に陥ってしまった人を事後的に救う「救貧」が中心だ

ったが、大正時代の少し余裕のある時期を背景に、「防貧」、つまり、貧しくなることを防

ぐ仕組みが推進されるようになっていく。1918 年に設立された救済事業調査会は不安定で

低賃金の下層労働者の生活問題や雇用問題をも含んだ防貧事業を打ち出し、より広い国民

や貧困層のための社会事業を進めた21。今日の民生委員の前身にあたる方面委員の制度も

この時期に作られている。この制度により、地域の篤志家である方面委員が小学校区ぐら

いの広さの地区を担当し、貧困者の調査や生活困窮者への指導・援助を行った。社会保険

制度ができてくるのもこの時期で、1922 年には健康保険法が制定されている。社会保険と

は、人生のさまざまなリスクに備えて、人々があらかじめ保険料を出し合い、実際にリス

クに遭遇した人に、必要なお金やサービスを供給する仕組みである22。これは、その後、

高度経済成長期に整備され、1961 年には国民皆保険・国民皆年金が整った。国民皆保険と

いうのは、国民すべてが公的な医療保険に加入することで、病気やけがをした場合に少な

い自己負担で良質な医療を受ける機会が国民誰にも開かれていることを指す。国民皆年金

は、日本に住所のある 20 歳以上 60 歳未満の人すべてが国民年金に加入し、高齢や障害な

どにより働けなくなっても、ある程度の所得が定期的に得られる仕組みである。今日、日

本には 5 つの社会保険（医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険）があり、

人々の生活の安定が損なわれた場合に国民にすこやかで安心できる生活を保障する社会保

障制度の中核として機能している。こうした社会保険では防げなかった事態の事後的な対

応として、生活保護制度などの公的扶助がある。 
 日本において、乳幼児を対象とした保育サービスや高齢者を対象としたホームヘルプサ

ービスは、当初はそれを家族が行うことができないとされた少数の人だけが使えるサービ

スだったが、次第にそれはより広い国民が使うサービスになっていった。今日、保育園や

介護保険を使うことに抵抗を感じる人は数十年前に比べてかなり少なくなっている。 
 おそらく、ヤングケアラー支援を考える時には、少数の児童を対象としていた従来の

「児童福祉」から、より広い層を対象とした「こども家庭福祉」への移行という社会の流

れを意識する必要がある。多くの人にとって、家庭の外で乳幼児を見てもらう「保育園」

に比べて、自分の家庭空間に支援者が入ってくるサービスは、やや敷居の高いものとして
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捉えられている。それでも、働いていて時間に追われているものの経済的に余裕のある家

庭では、市場で「家事代行」サービス等を購入する選択肢が取られることもある。未成年

の子どもが家庭内のケアに動員される状況は、家庭内のケア需要に対し、家庭内の大人が

時間的にも体力的にも心理的にも余裕がないことから起きてくるが、そこに経済的な余裕

があれば、それは家事サービスやベビーシッター・サービスや介護サービスを自費で購入

するとか、宅配サービスを使うという選択肢で、子どもに負担がかかることを回避できる

道もある。 
 日本でヤングケアラー支援を考える時には、おそらく、①既に重い負担を負って生活に

支障が出ている子どもをサポートする事後的な対応と、②今はなんとか持ちこたえている

が子どもはかなりのストレスを認識しており、先のことまで考えにくくなっている状況の

悪化を防ぐ方法、そして、③ケアは担っているものの今は特に困っていることはないとい

う子どもや、今はケアが必要な状況が発生していない家庭に対して、知識や心構えを持っ

てもらう方法、の 3 段階で考えていくことが重要ではないかと思う。現在は、この 3 つが

混在して捉えられており、そのことが多くの混乱を招いている。支援の対象となっても良

さそうな子どもが、自分よりもっと大変な人もいるのに自分は「ヤングケアラー」と言っ

てしまっていいのかと悩んだり、保護者がうちは家庭に支援が入るほど「大ごと」ではな

いと感じたりしてしまっている状況は、この②に対するサービスが足りていないことから

起きているように思う。いくつかの自治体が行っている、ヤングケアラーのいる家庭への

サポーター派遣事業や配食サービスは、①にあたり、従来の「児童福祉」の延長で考える

ような「困難を抱える家庭」の枠組みに当てはまる。対象をかなり絞り込み、重点的に支

援するあり方である。一方、国や自治体が進めているヤングケアラーに関する啓発事業や

小中学校で児童・生徒がヤングケアラーについて学ぶ授業、行政職員や教育関係者や医療

福祉専門職に対する研修などは、③にあたる。困難状況が発生するやや手前で状況の悪化

を防ぐ②は、5 章で挙げたような、実用と楽しさを兼ねた仕組みである。以前であれば、

親戚の家や友達の家などとの行き来を通して、子ども同士や親同士が緩やかにつながり、

親や子が恥ずかしい思いをすることなく、ある程度の対等性と日常性を維持しながら、必

要な話し相手や食事や見守りが得られる方法があった。常時のサービス提供が難しい場合

でも、まずはイベントを行うなどの方法から、②を開発していく意味は大きい。 
 具体的なヤングケアラー支援が始まってきている今、重要になっているのは、適切なタ

イミングで効果ある支援を行うということである。啓発と事後対応しかメニューがなけれ

ば、今はなんとか頑張って持ちこたえているヤングケアラーとその家族は、頑張れなくな

って今の生活から脱落するまで支援につながらない。支援につながる頃には、問題は複雑

化し、かなりの人員や時間を投入しても状況を改善するのが難しくなっていたりする。そ

の意味で、段階を分け、効果的に支援をしていくことは重要である23。 
 さらに、支援のゴールは何かをイメージすることも大切である。今の日本はヤングケア

ラー支援が始まったばかりで、支援を入れる時の難しさや課題が認識されているが、支援

がうまく動き始めた後に課題になってくるのは、支援をどう続け、どう終わるのか、とい

う点である。筆者がイギリスで見たヤングケアラー支援団体では、支援につながって数年

経っていたり、小学校から中学校にあがったりする時などには、1 人ひとりの子に丁寧な
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面接がなされ、本人がどういう気持ちを持って何を希望しているかを確認したうえで、

「次年度からは支援が縮小して“学校でのサポート”だけになるけれど、心配な時にはいつ

でもスタッフに連絡してきて大丈夫」とか「この時間にここに来れば誰かいて相談でき

る」といった仕分けやアフターフォローがなされていた。子どものライフステージに合わ

せ、進路相談にのったり、就職のための履歴書を書いたりする指導などもあった。 
 限りある人員と資金でヤングケアラー支援の効果を上げ、新たに申請される子どもも受

け入れられるようにしておくには、支援の行きつく先をある程度イメージしておく必要が

ある。たとえ重点的な支援サービスの対象ではなくなっても、一度できたスタッフやヤン

グケアラー同士やママ友パパ友同士のつながりは、その後もヤングケアラーとその家庭に

安心感や情報をもたらす。いざという時に頼れる先や話をする相手が複数いて、必要な時

にはつながれたり、同窓会みたいな行事があったりすると実感できれば、子どもや若者

は、誰にも相談できなかった時に比べ、いくぶん心強く日々を過ごしていけるのである。 

 

終わりに 

 子どもや若者のライフステージは年ごとに変わっていく。2 年経てば、小学生が中学生

になったり、中学生が高校生になったりする。その意味で、ヤングケアラーとその家族が

ありがたいと思うような効果的な支援を、タイミングを逃すことなく提供していくことは

重要である。さらに、長い目で見た時に、こうした制度をいかにサステイナブルに維持し

ていくかも視野に入れておかなくてはいけない。 
共働きが多数派となった今日、これまで通りをなぞるのではなく、時代の変化を加味し

た仕組みをできるだけ早く作っていくことが望まれる。片働き時代の 1 日 8 時間労働と共

働き時代の 1 日 8 時間労働では、当然、生活にもたらす影響は異なる。一世帯当たりの人

数が減り、家庭の中で動ける大人が減っている場合は、なおさらであろう。時間のなさが

孤立を生んでしまう状況において、実用と楽しさを兼ねた支援の仕方、あるいは仕事と自

らのリフレッシュを兼ねた支援提供のあり方などが、今後、増えていくのではないかと思

う。 
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の量が少なかったり感情面にそれほど影響が出ていなかったりするヤングケアラーには「学校
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